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部活動改革の立脚点

1 . 問題提起

ブラック企業ならぬ「ブラック部活」注1) 現

象が、学校で起こっている。体育の授業で＂

楽しさ"が強調されている時代に、運動部が

＂ブラック＂というのは、おかしなものである。

しかし例えば、近著では、島沢 (2017)や内

田 (2017)が、それについて論じている。学

術誌の季刊『教育法』 189(2016)でも、「ブ

ラック部活」の特集を組み、論文を掲載して

いる。公共放送である NHK総合テレビにお

いてさえも「広がる＂ブラック部活＂」に注

目し、「クローズアップ現代」 (2016.8.1)で

取り上げた。

それらの諸論がいう＂ブラック＂の内実は、

次のようなことである。

島沢は、週休 0 日、体罰•暴言、セクハラ、

慢性のケガ・・・、ブラック部活から子ども

を守るために、事件事故が多発し、児童虐待

化する部活について、報告している。内田は、

「顧問はサービス残業、やめると「内申に響

く」、自主的活動なのに強制参加、教員の働

き方改革へ／週3日2時間、土日は禁止、「ゆ

とり部活動」のすすめ」を指摘・提言してい

る。『教育法」の特集は、顧問教師の長時間

勤務の実態やその法に基づく改善策について

論じている。「クローズアップ現代」は、「死

ね！バカ！」が指導と言えるのかと、世間に

問いかけている。

総じて、部活動の教育としての役割を否定

してはいないが、過度の練習が子ども心身の

注1) 「ブラック部活動」といわれることも多い。

岸本 肇

（神戸大学名誉教授）

発達に及ぼす悪影響、非科学的なトレーニン

グ、ハラスメント、運動部教師の過酷な勤務

実態などを、暴き立てている。

教育学者が、そういった運動部問題に注目

し始めたのは 1980年代中葉から 90年代初頭

と推定される。今橋•林•藤田（昌）ら (1987) 、

城丸•水内 (1991) が、代表的であろう。当

時は、東京オリンピック (1964)後、約 20

年の時期であり、学校の運動部においても競

争主義が高揚していた。また、非行防止の管

理教育に、部活動が利用されるようになって

いた。

1997年、文部科学省により運動部の実態

調査がなされ注2)、定期的な練習休養日の設定

や科学的なトレーニングの導入が提案された

にもかかわらず、その実効は極めて不十分で

あった。その後、文部科学省のレベルでさし

たる改善策も出されないまま時間が経過して

いる間に、 2012年 12月、大阪市立桜宮高校

事件が起きた。バスケットボール部のキャプ

テンが顧問教師の体罰を理由に、自殺したの

である。いまの時期に運動部問題が再燃した

のは、そのことも動因になっている。

部活問題は、道徳の教科化やアクティブ・

ラーニングの強制のような教育の国家統制と

は、あまり関係がない。しかし明らかに、「学

校の活動」から生じている教育問題である。

本稿では、部活動の実態論はできるだけ少な

くし、教育課程論、教育のねらい・内容論、

学校と地域との連携論の 3方向から、運動部

注2) 中学生・高校生のスポーツ活動に関する調査研究協力者会議 (1997)運動部活動の在り方に関する
調査研究報告書，文部科学省．
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問題を考える際の立ち位置について論じたい

と思う。

2 部活動を教育課程に位置づける課題

2.1. 教育課程における「クラブ活動」

戦後の教育改革に伴い、 1947年の学習指

導要領一般編において、「教科課程」の中に

教科と並んで「自由研究」（小学校「教科」、

中学校「選択教科」）が、おかれた。そこに、

「児童が学年の区別を去って、同好のものが

集まって、教師の指導とともに、上級生の指

導もなされ、いっしょになって、その学習を

進める組織」として、「クラブ組織」が位置

づいた。これが、現在の部活動の端緒である。

1951年に改訂された学習指導要領一般編

では、「自由研究」がなくなり、代わりに、

中学校・高校に「特別教育活動」が設けられ、

「クラブ活動」はその中に含まれるようにな

った（小学校は、「特別教育活動」なし。「教

科以外の活動」に直接位置づいた）。要するに、

クラブ活動は、学校の教育課程の中に組み込

まれた教科外教育活動であったのである。ク

ラブ活動に充てられる時間は、中学校を例に

すると、ホームルーム、生徒会、生徒集会な

どと合わせた「特別教育活動」全体、年間

70-175時間の一部であり、せいぜい週 1回、

設定できるかどうかであった。 1958年の中

学校学習指導要領でも、クラブ活動は、特別

教育活動の年間総時間数35時間の中の一部

でしかなかった。

しかしその一方において、放課後の活動が

活発化し、その程度の日常活動では追いつか

ないクラブが多くなって行く。そしてやがて、

そういった「放課後のクラブ」の指導が、教

師の職務範囲かどうかといった難問が惹起し

てくるのである。

2.2. 教育課程外における「部」

1968・69・70年の学習指導要領の改訂に

-40 -

より、「クラブ」と「部」が線引きされた。

中学校では、「特別教育活動」改め「特別活動」

において、「クラブは，学年や学級の所属を

離れて共通の興味や関心をもつ生徒をもって

組織することをたてまえとし、全生徒が文化

的、体育的または生産的な活動を行なうこと」

とされ、「毎週、適切な時間を確保するよう

に配慮」されなければならなくなる。そして、

「いわゆる放課後に行われてきたクラブ活動

は、学習指導要領に教育課程の基準としての

内容のクラブ活動には含まれないことにな

る。また参加意欲のない生徒も必ずいずれか

のクラブに所属し、活動することが要求され

る」（文部省， 1970) ようになった。いわゆ

る「必修クラブ」である。通常の授業のよう

に、週 1回、時間割に組み込まれる実施形態

が多かった。

その結果、学習指導要領を盾に取ると、学

校の放課後にはクラブ活動は存在しないこと

になった。放課後には「部」が「部活動」を

しているだけで、それは教育課程とは関係が

ないということである。この背景には、単な

る「クラブ」「部」に関する教育論よりも、

教師の勤務時間問題のほうが大きかったと考

えられる。当時、文部省は、部活動の指導を、

教師の正規の教育労働と認めなくなかったの

である。

しかし、教育課程の外に出したとはいえ、

学校で展開しているスポーツ活動を、学習指

導要領は無視し続けられなかった。 1977年

改訂の学習指導要領を説明した中学校指導

書・保健体育編では「特別活動の中には、遥

動クラブの活動や運動部の活動及び学級指導

における健康•安全の指導、・.. などがある」

（文部省， 1978) (下線筆者）と、保健体育科

として運動部の存在を認めている。 1989・90

年改訂の学習指導要領では、部活動に参加す

れば必修クラブに代替できると明記された。

しかしながら、その程度のクラブ活動ではあ
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まり意味がないということであろうか、 1998

年から中学校では、クラブ活動は廃止されて

いる（小学校には、原則として 4学年以上に

あり）。

2007・08年改訂の学習指導要領から、「生

徒の自主的、自発的な参加により行われる部

活動については、・・・略・・• 学校教育の

一環として、教育課程との関連が図られるよ

うに留意すること」（中学校学習指導要領、

総則）と、謳われるようになる。今次改訂で

も、その考え方は、基本的に同じである。す

なわち、中学校学習指導要領の総則第 5の「1.

教育課程の改善と学校評価、教育課程外の活

動との連携等」において、「特に、生徒の自

主的、自発的な参加により行われる部活動つ

いては、スポーツや文化、科学等に親しま

せ、・・・略・・・学校教育が目指す資質・

能力の育成に資するものであり、学校教育の

一環として、教育課程との関連が図られるよ

うに留意すること。その際、学校や地域の実

態に応じ、地域の人々の協力、社会教育施設

や社会教育関係団体等の各種団体との連携な

どの運営上の工夫を行い、持続可能な運営体

魁が整えられるようにするものとする」（下

線筆者）と、示されているとおりである。

学校でやっている活動だから、学習指導要

領としても部活動と学校の教育との関連性は

認めざるを得ない。しかしその際、地域・社

会教育関係とはとはうまくやってほしいとい

う現状追認が、この約 20年間の文部科学省

の姿勢である。

2.3. 「部」を教育課程に位置づける

学校教育における位置づけがはっきりせ

ず、「聖域」化した運動部は改革しなければ

ならない。そう考えるとき、 1951年の学習

指導要領一般編が、クラブ活動を含む「特別

教育活動」の意義を、次のように述べていた

ことを思い起こしたい。
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「（さきにも述べたように、）教育の一般目

標の完全な実現は、教科の学習だけでは足り

ないのであってそれ以外に重要な活動がいく

つもある。教科の活動ではないが、一般目標

の到達に寄与するこれらの活動をさして特別

教育活動と呼ぶのである。したがって、三立

は単なる課外ではなくて、教科を中心として

組織された学習活動でないいっさいの正規の

学校活動なのである。」（下線筆者）

戦後すぐ、民主主義が強調された時代の学

習指導要領は、子どもの心身の発達に役に立

つ教科では学びきれない活動を、正規の教育

課程に包み込んでいたのである。こと部活動

改革に関しては、戦後、日本の教育が再出発

したときに立ち返り、教科外の活動を、学校

の教育として正規の教育課程に位置づける考

え方に立つ意義は、非常に大きいと考える。

3. 部活動のねらい・内容

3.1. 「自由研究」「特別教育活動」の意義

「部」と「クラブ」があって、紛らわしい。

その両者、特別なこだわりを持たなければ、

同じに意味に使用できるが、本稿では、原則

として「部」で統一する。「クラブ」は、学

習指導要領の用法にしたがう必要がある場合

と、特定の引用をするときに限定する。

先に「2.1.」で説明したごとく、現在の部

活動は、 1947年の学習指導要領一般編にお

ける「自由研究」の「クラブ組織」に始まる。

そのとき、「スポーツ・クラブ」は、音楽ク

ラブ、書道クラブ、手芸クラブとともに例示

されていた。そしてその前提として、教科学

習などが子どもの自発的な活動を誘った場

合、子どもの要求を満足させるために教師が

放課後の時間設定をしてやるのはありうると

され、「このような用い方は、要するに、児

童や青年の自発的な活動のなされる余裕の時

間として、個性の伸長に資し、教科の時間内

では伸ばしがたい活動のために、教師や学校
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長の考えによって、この時間を用いたいとい

うのであるが、・・・略・・・」と述べられ

ていた。「スポーツ・クラブ」は、学校の管

理下、教師の指導のもと、子どもの個性・自

主性を育てようとした自由時間の活動であっ

たことがわかる。運動部の起こりは、もとも

とこのようなものであったのである。

1951年改訂の学習指導要領一般編では、

「クラブ」は、「自由研究」から「特別教育活

動」の領域に含められるようになる。下記は、

その中学校における説明文の引用である。

「特別教育活動の設けられた理由」

教科の学習においても、「なすことによっ

て学ぶ」という原則は、きわめて重要であり、

実際にそれが行われねばならないが、特に笠

別教育活動はこの原則を強く貫くものであ

る。特別教育活動は、生徒たち自身の手で計

画され、組織され、実行され、かつ評価され

ねばならない。もちろん、教師の指導も大い

に必要ではあるが、それはいつも最小限度に

とどめるべきである。このような種類の活動

によって、生徒はみずから民主的生活の方法

を学ぶことができ、公民としての資質を高め

ることができるのである。

「特別教育活動の領域 クラブ」

全生徒が参加して、自発的に活動するもの

の一つにクラブ活動がある。クラブ活動は、

教室における正規の教科の学習と並んで、ホ

ームルームの活動、生徒会の活動、図書館の

利用とともに、生徒の学校生活のうちで重要

な役割を果すべき分野である。中学校の生徒

になれば運動能力も発達し、級友間に強い友

情も感ずるようになり、また、団体生活に関

心をもち、喜びを感ずるようになる。したが

って、この時代の生徒は、クラブをつくって

いろいろな活動に従事することに適してい

る。クラブ活動は当然生徒の団体意識を高め、

やがてはそれが社会意識となり、よい公民と
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しての資質を養うことになる。また、秩序を

維持し、責任を遂行し、自己の権利を主張し、

いっそう進歩的な社会をつくる能力を養うこ

ともできる。（下線筆者）

すなわち、「教師の指導も大いに必要であ

る」としつつ、子ども自身による活動により、

教科では得がたい「民主的生活の方法」「公

民としての資質」を涵養するのが、特別教育

活動であるというのである。特にクラブ活動

に関しては、中学生が運動能力や団体精神を

発露できること、秩序、責任、権利等の社会

進歩の学びができることを重視している。

戦後教育の「落とし子」であるクラブ活動

が、子どもの自発性・自主性を重視し、民主

的生活態度を身につけ、権利主張ができる公

民的資質を養おうとしていたことは極めて重

要である。クラブ活動は、教科外にあって、

教育の一般目標を達成する手段であったので

ある。その延長線上で考えると、現在の部活

動もそういう意味における教育活動となる。

過大評価はさけつつも、かつてのクラブ活動

が、教育目標として重視していた「自発性・

自主性」や社会性の育成は、運動部で暴力や

ハラスメントが横行している今こそ生かされ

なければならないと思う。

3.2. 部活動は総合的な教育の場

これまで論じたクラブは、戦後初期の学習

指導要領におけるクラプ活動に関する記述の

分析が中心であった。ここで一度、学習指導

要領を離れ、教育学の立場からのクラブ活動

論を見てみたい。下記は、 1950-60年代、

生活指導の教育研究運動を推進していた宮坂

(1968)が定義する「学校におけるクラブ活

動が教育的有効性を発揮している」状態の要

約である。なお、この引用における「クラブ

活動」は、「部活動」と同じと理解されたい。
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第一 クラブ活動がクラブの名に値するもの

になっていること

① 形式面 興味を中心として集う自由な

仲間である

② 活動面協同的要素を含んでいなけれ

ばならない

第ニ クラブが学校計画の一環として何らか

の重要な役割を果たしている

① 教科学習の深化拡大と、そこから逆に

教科への関心を深め、教科の系列に入

りえないような活動種目に関心を持つ

② 新しい社会文化の培養場所になってい

る

③ 生活指導のための重要場面になってい

る

④ 学校共同社会の建設に重要な役割を果

たしている

第一の① 「興味を中心として集う自由な仲

間」は大前提であるが、強制的な入部制度を

認めない考え方としても、重要である。②は、

運動部ではチームで構成されていても、上意

下達の組織が多いから、その実質が大切であ

る。この考え方に立つと、活動場所が保障さ

れていても、集まってスポーツをしているだ

けのグループは、クラブ活動でない。「協同」

がないからである。

第二の項目全体の実行のためには、まず、

クラブ活動を、学校の教育課程としなければ

ならない。 CD@は、運動部にとって、なかな

か難しい課題である。③は、非行防止という

ような狭い意味からだけでなく、教科の授業

ではできない生活指導が、クラプ活動でなさ

れている実践に根ざしているのだと思う。④

の誤用の典型は、勝つことで学校名を上げる

とする運動部である。そうではなく、クラブ

活動が、学校の教育として機能しているとい

う意味である。

藤田 (1987)の部活論は、「自由研究」「特
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別教育活動」の限界性を指摘しつつ、宮坂が

いう「教育的有効性」を包含している点で、

極めて示唆に富んでいる。次に、それを引用

する。

「思うに、クラプ活動を「教科の発展とし

ての自由な学習」としてとらえることも、ま

た『社会的公民的訓練jにかかわる自治的な

活動としてとらえることも、それぞれにクラ

ブ活動がもつ性格をなにほどか言いあてたも

のであろう。そこからさらに進んで、私たち

は、クラブ活動を、興味• 関心を同じくする

児童•生徒の自発的な参加を基礎に、教科学

習との発展的な関連（単なる延長ではない）

をも含む文化・スポーツ活動であること、自

治的な集団的活動であることの両面を統一し

たものとしてとらえなくてはなるまい」

神谷は、部活動に関する論稿が多い体育研

究者である。神谷 (2017)が、部活動改革の

ために、子どもと教師に「自治」を取り戻そ

うという主張は評価できる。しかし、「自治」

を「運動部活動固有の教育内容」と特定する

考え方が、筆者には理解できないところであ

る。

宮坂と藤田が教育学的に定義しているよう

に、教育としての部活動成立の要件は、「子

どもの興味•関心」と「協同的な集団活動」

である。学校は、単に教科を教えるだけでな

く、その他の教科外活動も含む総合的な教育

をする場所である。いうまでもなく、教育課

程に位置づける部活動は、その一翼を担って

いるのであり、「運動部活動固有の教育内容」

の特定化などはできない。同じ部にいても、

個々の部員により集う意識が違うのは、むし

ろふつうである。子どもの「興味•関心」と

「協同的集団」の上に成り立つ、包容力のあ

る部活動を目指したいものである。
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4. 部活動改革と教師、地域

4.1. 「運動部教師」の心情に寄り添う

体育という教科は、戦後、 "physical

education"の訳語として生まれた。当初から

「業間、放課後その他自由時間を活用し体育

の生活化をはかる」（学校体育指導要綱，

1947)、「自由時の体育活動は、人間が強く求

めるレクリエーションを動機として発展した

ものであり、生徒の自由意志に基づくべきも

のである」とされ、対外競技なども「教育的

原則に基づいて行われなければならない」縛

りがあった（学習指導要領保健体育科編，

1951)。そのような時代にできた学校の部活

動が、当世「ブラック部活」と批判されてい

るのである。

こういった運動部問題を解決するには、部

活動を教師の職務から外し、学校の教育活動

から外に出せばよいという意見がある。例え

ば、下記に引用した「法的枠組み」からの大

橋・中村 (2016)の中学校の運動部改善に関

する提言は、そういう部分を含んでいる。

提言 1: 教員の法定の勤務条件、勤務時間

の厳守

提言2:教員の勤務時間の関係および部活

動の実技指導の専門性を確保する

必要から教員は部活動の実技指導

を行えないことを確認する。

提言3:部活動の実技指導は外部の指導者

が行う。

提言4:部活動の活動日数を制限する。

提言 5:中学校単位の全国大会の廃止

提言6:部活動の全員加入制の廃止

大賛成で、速やかに実施してほしいのが、

提言 l、4、5、6である。また、そうしたい

教師を、心から応援したい。そういう教師の

奮闘と苦悩は、新聞でも見ることができ

る注3¥

問題は、提言の 2、3である。「教員が部活

動の実技指導を行えない」「実技指導は外部

の指導者が行う」が貫徹されると、顧問教師

でも、「実技指導」ができなくなる。仮に今、

そうしたとしても、部活動の練習や試合が顧

問教師から離れるだけで、子どもが抱える問

題はそのまま残る。また、学校の子どもに対

するスポーツ以外の教育指導の責任や安全管

理義務も免れない。執筆者の大橋・中村も「現

場を知らない発言だ」と覚悟の上の提言では

あるが、私はそれ以前に、厳しい状況の中で

子どものために頑張っている教師の心情に寄

り添う必要があると強く思う。

兵庫民研教師論委員会・兵庫「教育』を読

む会でも、部活問題について議論した

(2017.5.17)。材料は、『教育』 856(2017) に

特集された「部活動の深い悩み」であった。

下記は、その折に神谷 (2017)の論文を取り

上げた久保町）のレジメからの抜粋である。

部活動を廃止できない理由・・・部活動を

廃止したら何が起こるか？

• 生徒を惹きつける力の減退・・・現実：

教科学習に意欲を持てない生徒たちの存

在

・受験準備、「座学」（主体・能動的でない

学習）に偏向した授業の矛盾激化・・・

緩衝装置、ガス抜き、としての部活動

• 学校秩序の危機・・• 生徒の「管理」装

置（生徒把握、教師•生徒の重層的関係

性）としての部活動

結果：・学校に居場所のない子どもの増加

・部活動に生きる教師の不満・・• 学

注 3) 例えば、朝日新聞 (2017.2.11)「いま先生たちは 部活の現場③ 熱血先生一転「おかしい』声上げた」
は、そういう教師と校長に関する記事である。

注4) 久保富三夫。氏は、 1976~2003 年度まで 28 年間、神戸市立高校 3 校に教諭として勤務した経験
者である。
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校における存在感・地位の低下、充

足感の低下

・教師には、市民クラブの指導者にな

りたいと思っていない人たち 多い

のではないか？

水内 (1991)が、選別・差別の体制と管理

主義の学校において窒息状態にある子どもに

とって、部活動は＂救いのオアシス＂になっ

ていると論じた状況は、久保が直接間接に経

験した部活動と似ていると推察される。現役

の公立高校教師である徳長 (2017)は、「教育』

856 号の「誌面批評」で、中学校•高校では、

「部活動」は「学習」「学校行事」と並ぶ、子

どもを学校に目を向けさせる三種の神器の 1

つになっていると論じている。

実際に部活動の面倒を見るのが、外部指導

者だけになれば、そのような「学校と子ども

との人間関係」「教師と子どもとの人間関係」

は、構築できなくなるのではないだろうか。

中澤 (2016)は、「教師と子どもとの人間関係」

が、顧問教師が部活動から離れられなくなっ

ている「消極的理由」（スポーツ指導への情

熱とは異なる理由という意味）と表現してい

る。宮坂がいう、クラブが「生活指導のため

の重要な場面になっている」(「3.2.」参照）は、

そのような教師と子どもの人間関係が生み出

すものであると思う。したがって、「運動部

教師」には、久保が述べているように、スポ

ーツのコーチさえできれば、学校以外で働い

てもよいと考えている人は少ないと推定され

る。

部活動が教師の労働過重の原因になるとい

う問題は指摘し過ぎることはないし、法制度

的に部活動廃止が可能であることが理解でき

たにしても、部活動は、中学校・高校の教育

現場から、取り去れないものになっている現

実は直視すべきである。個々の「運動部教師」

が抱えている日常的な困難と同時に、子ども
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のことを思う「運動部教師」の心情に寄り添

わない限り、部活動改革はできないと考える

ものである。

4.2. 地域の少年スポーツに学ぶ

学校の体育や子どものスポーツのあり方を

めぐる議論に、ヨーロッパのスポーツ先進国、

ドイツがよく例に引かれる。

ドイツの学校は、伝統的に半日制であるが、

2000年代に入ってから急速に全日制学校の

設置が進行している。子育て観の変化、共働

きの家庭などの世相の推移に伴う理由の外

に、子どもが学校にいる時間を長くして、学

力低下や非行増加の対策にしようという深刻

な理由もある。そういうドイツの教育をめぐ

る状況は、体育教育関係の文献からでも窺う

ことができる (Laging& Schillack, 1998) 

(Thiel et al., 2007)。

新しくできた全日制学校では、午後に、学

習の時間を増やすだけでなく、これまで子ど

もが通っていたスポーツ・クラブや習い事な

どと、連携せざるを得なくなっている。日本

では、教科外のスポーツ活動を学校から外へ

出す議論が多いが、 ドイツでは、いわば日本

の逆である。この状況を、学校とスポーツ・

クラブが連携する教育学的チャンス (Stibbe,

2012) と捉える意見や、そうするためには、

指導者の資格向上や学校と地域の共同活動を

評価する組織が必要であるなどの意見が交わ

されている (Niew6hne,2010)。

もともとドイツでは、放課後や夜にスポー

ツ・クラブやダンス教室に通う子どもは多い

が、1つの種目は、せいぜい週2回までである。

だから、学校もそれらを取り込みやすいのだ

と思う。日本の部活動が、＂やり過ぎ＂にブ

レーキをかけたいのであれば、そのあたりは

参考になるはずである。

そのドイツ、サッカーが盛んなお国柄であ

る。近年、日本でもサッカーが人気スポーツ



神戸大学「研究論叢」第24号 2018年6月30日

になり、プロチームの育成組織が、子どもの

サッカー・クラブを運営するようになってい

る。そういうサッカー・クラブに携わった経

験者には、すぐれたスポーツのコーチと教育

の見識を備えた方がたくさんいる。永井

(2004)は、チームとしての一軍でやれるカ

がない子どもにも、別途、二軍、三軍のレベ

ルで同じスポーツの恩恵が受けられるクラブ

づくりを推奨している。池上 (2008)は、少

年スポーツにおける「練習は裏切らない」を

否定し、練習を週2回しかしなくても、その

地区で優勝した進学校の中学校をたたえてい

る。面白いのは、 2人とも、スポーツをやり

さえすれば、子どもが育つかにいう「単純な

スポーツ教育」を喝破していることである。

筆者は、先に、「運動部教師」の心情を理

解しない運動部改革は、できないと述べた。

しかしその反面、上記のような学校外のスポ

ーツがあることを、海外からも含めて知らな

くては、経験の枠内でしか運動部を「改革」

できないと思う。

5. おわりに

部活動は、学校の正規の教育課程としての

教科外活動であり、教科でだけでは達成でき

ない総合的な教育を担う。その立場から、運

動部の改革を推し進めるための考え方につい

て本稿で論じた。

部活動が抱える教育問題は、適切な活動の

ガイドラインと学校の「教育的監視」があれ

ば、その大部分が解決できるはずである。筆

者は、当面の策として下記のようなことを考

えている。

週当たりの活動は最大でも 3日、 1回の活

動時間は 1時間半から 2時間、教師と部員と

で活動の目標•内容・方法をつくる部にする。

入退部は自由であり、部員全員が対外試合志

向でなくてもよいようにする。したがって、

学校の部に満足できない子どもは、学外のス
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ポーツ・クラプに参加できる。

顧問教師の労働は、部活動の「集団指導体

制」をつくることにより軽減をはかる。特定

の教師が特定の部活動に付きっ切りという部

活運営を改める。学校外からの指導者導入は、

教師の労働軽減の効果からも認めるが、学校・

教師の部活動の方針を理解できる者を選定す

る。

その程度でも、大方の中学校・高校の運動

部から見れば、「大改革」である。またその

ような運動部では、全国大会は目指せないと

いう意見が出てくるかもしれない。しかし、

＂ブラック＂状況を解消したければ、少なく

とも休日もない連日の長時間練習の部活動は

絶対に相応しくないので、「緩やかな」方向

に向かわざるを得ない。大会参加よりは、し

っかりした子ども達で、先が楽しみだと思わ

せるような同好集団をつくるのが、教育の本

筋だと思う。それを目指す学校と教師を励ま

したいと思う。部活改革は、そういう意見を

交わせる学校をつくる課題でもある。
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